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アメリカにおける個別学校の

裁量拡大と校内組織改編に関する一考察
-f教員リーダーJの位置と役割に着目してー

東京学芸大学浜田 博文

l 序-問題意識・目的・方法

アメリカでは教育統治機構の「再構築(R，白tructuring)Jをめざす積極的な分

権化施策が進行している。中でも「学校に基礎をおいた経営(School-Based 

Management， SBM) Jでは，学校経営にかかわる諸権限(人事・財政・カリキ

ュラム編成)が大幅に学区教委から各学校へ委譲されている(1)。すなわち，個

別学校の裁量甚大である。これは，公教育の結果責任(Accountability)をより直

接的に個別学校に課すことを意味する。拡大された学校裁量のもとで，在籍生

徒に合った教育の目標と内容をいかに準備・提供し，教育成果をどれほど生み

だせるかという責任を，各学校は明確に負う。学校経営の幅広い裁量と重大な

責任は校長のもとに集中し，校長はそれに対応しうる新たな力量を要請される

ことになる。

また， SBMは校長・教員・保護者・住民らの代表者を構成員とする学校審議

会/学校諮問委員会(SchoolCounci1/School Advisory Council)による共同的

意思決定(SharedDecision Making)の手続きを課している。よって，立場や利

害を異にする関係各者に学校の意思を表明し理解を求め，合意形成を図ること，

その合意を校内教員聞に浸透させ実行すること，という点に校長は腐心するこ

とになる。さらに各学校は自らの教育成果について，学区教餐や保護者・住民

に報告する責務を負う。大幅な財政裁量の活用とあわせて，校長がこれらの新

しい職務を十分に遂行できるよう，その力量形成施策が展開されるのは当然と

いえよう(2)。校長の力量内容の明確化と標準化を通じて校長の「賀Jの保障に
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取り組む州レベルの助きも近年活発化している【九

学校経営における校長の役割の重要性はすでにくり返し論じられてきた。と

くにアメリカでは， r効果的学校」研究川などを通して，校長は学校の教育成果

を決定づげる重要要件の一つに位置づけられてきた。校長の役割と学校の効果

との関係に着目した1980.......1995年の研究をレヴューしたホーリンガーとへツク

(HaIlinger， P. & Heck， R. H.)によれば，学校の教育成果の違いを生み出す校

長のリーダーシツプは，生徒の学習に直接結ぴっく学校内部過程(intemal

proce蹴 s)に対して影響をおよぽそうと意図したものだというth教育の目標

や方針，学業期待や使命感などの規範，個々の教員による教育実践など多岐に

わたる「学校内部過程Jに対するはたらきかけを通して，校長は教育成果に対

して間接的だが重要な影響をおよぽすというのである{九実際に教育成果にも

っとも直接的な影響をおよぽすのは個々の教員による教授活動であるが，それ

らは個別の教室空間で展開されるだけに，校長としての関わりかたは容易では

ないといえよう。

げれども，学校の裁量拡大は，そうした教授活動の質をたえず評価・把握し，

その改善に取り組むことを否応なく校長に要請する。したがって校長は，r評価」
がもっ「管理統制」的機能と「改善Jがもつべき「助言援助J的機能の責任を

ともに引き受けることになる。ところが，乙の両機能は歴史的にも同一人物の

もとでは十分にはたらきえないことが議論されてきた川。教授活動が独立性の

高い教室空間で行われることを考慮すれば，校長としては「学校内部過程Jの

ーっとして，校内組織を改編することによってこうした事態に対処することに

なろう。個別学校内部において， r管理統制J的機能と「助言接助J的機能とを

いかに位置づけて組織すべきかが学校経営の重要な課題となる。

本稿は，以上の問題意識に基づいて，アメリカにお砂る個別学校の裁量拡大

施策の中で進みつつある校内組織改編の動向を解明しようとするものである。

とくに近年，校内運営上の役割を期待して置かれつつある「教員リーダー

(Teacher Leader) J(B)の存在に着目したい。その設置の背最と校内における位

置・役割・責任，職務の実際を分析することによって，校内組織改編の志向性

と課題について考察する。その際，具体的事例としてフロリダ州および同州の

プロワ}ド郡学区(BrowardCounty Public Schools)をとりあげる。同州は

1973年以来，学校裁量革大への動きを示しth近年では全学区にわたる SBMの

導入を進めている。プロワードは，州内第2位，全米でも第5位の大規模学区
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で，近年，教育成果向上をめざして学校裁量の盤大施策を積極的に進めている

学区の一つである{川。本稿では，同学区内の小・中・高校の校長と教員リーダ

ー，および学区監督官とのインタヴュー調査に基づく考察を行う。インタヴュ

ーは， 1997年 9~10月，各学枝およぴ中央地区教育事務所(Central Area 

Office)を訪問して以下のように実施した(11川1)】

• D/J小jト、学校(①De回erfi匂刷eldBeach Elementary) :児章771名，教員40名，他の職員20

名。対象は，ホッジ校長(Mr.J ohn Hodge) ，コリヤー教諭(Ms.Betty Colyer， 

Lead Teacher)o 9月30日実施。

• P中学校 (PlantationMiddle) :生徒1，140名，教員56名，他の職員29名。

対象は，リンゲンパーガー教諭 (Dr.Barbara Ringenberger， Curriculum 

Specialist) ，クランショウ教諭 (Ms.Cranshaw， Reading Coach) 0 10月3日

実施。(校長(Mr.James Moller)にはインタヴューすることができなかった)

• F高校 (FortLauderdale High) :生徒1，856名，教員106名，他の職員12名。

対象は，ヴァンデヴァー校長 (Dr.Frances Vandiver)，ブルーニング教諭

(Ms. Sue Bruining， Curriculum Specialist) 0 10月1日実施。

・中央地区教育事務所:インセル監督官(Dr.Roberta lnsel， Area Director)を

対象に， 10月6日実施。

2 7ロリ夕、州における学校経営改革の展開とその構造

(1)学校経営改革の展開過程

フロリダ州は1981年に経営研修法(ManagingTraining Act of 1981)を制定

して，学校管理職の聾成・資格・選考・研修等にかかわる制度改革と条件整備

に着手した。 1986年には校長免許制度を改正し，蛇行して各学区では，養成・

選考・研修の改革を進めた(1討。同法によって設置されたフロリダ州教育経営審

議会(FloridaCouncil on Educational Management， FCEM)は，校長の観察調

査などをもとにして「フロリダ州の校長の資質能力(FloridaPrincipal Com-

petencies) J(叫を考案し，州内の各大学院および学区では，それに基づく養成プ

ログラムや現職研修プログラム等の開発も進められた。州教育省は，州教育リ

ーダーシッフβ試験(FloridaEducational Leader油ipExamination， FELE) (14) 

の合格を校長資格要件に課すなど，校長の質を高めることに重点、を置いた施策
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を通じて，教育改革の進展を図ろうとしてきた。

現在，改革は新たな段階へと移行している。 1991年には州法によりフロリダ

州教育改革・アカウンタピリティ委員会 (FloridaCommission on Education 

Reform and Accountabi1ity)が設置された。同委員会は翌年，学校改善とアカ

‘ウンタピリティに関する新しい州内システムの構築をめざした報告書 r2000年

の青写真一学校改善とアカウンタピリティのシステム(Blueprint2000 : A Sys-

tem of School Improvement and Accountability) Jをまとめ，州教育目標を明

記するいっぽう，その達成手段は各学校や学区の設量に餐ねるという方式を示

した。各学校の裁量を拡大すると同時にそれらはより大きな責任を負うという

学校経営システムを構想し， I地方のすべての意思決定者ら(保護者，生徒，教

員，管理職，教育委員，中等後教育者，地域住民)に対して，この責任を受け

入れ，遂行する際の完全なパートナーとなるよう促す」と述べたのである(1則。

ここにおいて，校長の経営能力の向上施策は，個別学校の裁量を拡大し，そ

の責任を明確にする全州システムと結びつげられることになったのである。

(2) 学校経営システムの構造

同報告書が提示した学校経営システムの概要は以下のようである【 15)。

州は生徒の学業達成度 (StudentPerformance)を含む7つの目標領域 (goal

area)を明示し{m，各領域ごとに基準項目を別に定める。学区教委は，それら

に即して独自のガイドラインや重点目標などを示す。対して学校は， I教育アカ

ウンタピリティの最小単位(出eunit of education accountability) Jと位置づ

けられる。

各学校は，自校の具体的な重点目標，それに関わる生徒のニーズ診断，その

達成にむけた指導計画や補助金申請，教育成果を評価する手段などを明記した

学校改善計画 (SchoolImprovement Plan， SIP)を毎年作成しtlh学区教委の

承認を受けて実施する。学校には必ず，教員・父母・管理職・生徒・住民らで

構成される学校諮問委員会 (SchoolAdvisory Council， SAC)が置かが 19)，SIP 

の作成・評価や年度予算計画立案の際に校長を援助する。こうして.SIPは校長・

教員・父母をはじめとする関係者の協働によって作成され，教育目標達成のた

めの「学校共同体 (schoolcommunity)による共同努力 (collectiveeffort)の

反映」として位置づけられる。計画の実施後，学校は 2種類の報告書を作成す

る。 1つは，父母・住民向けに実施の成果を要約した学校公的資f壬報告書

日本教育経営学会紀罫第40号・ 1998年 71 



(School Public Accountability Report)で，もう 1つは，次年度の SIP作成過

程で検討材料にするための，より詳細な学校諮問委員会報告密である。年度当

初SIPに示した目標に照らして十分な成果が認められない場合，次年度の SIP

の作成・実施には学区教委の指導を受けることになる。

教育事務所監督官のインセル女史によれば，校長は財政・人事・カリキュラ

ムの権限をもち，教員の選考に自自殺量が認められている。学校予算の95%は

人件費だが，残りの 5%の使途は，自校の教育目標に即した使途が校長・教員・

住民との共同決定を経て決められる。学校予算の立案において校長は，地区教

育事務所の予算分析官 (budgetanalyst)と協議する。同事務所には 2名の監督

官がおり，同女史は管内22枝を訪問(週2......3回)するが，達成度に問題があ

るケース以外は教室におもむくことはない。それは校長の仕事だという。

州・学区は共通目標を定め，各学校は自校の重点目標を設定して財政・人事・

カリキュラムの裁量を駆使しつつ成果をあげ，その達成度を報告・説明する。

SACを通じて教員・保護者・住民らの関与を促しつつ，学校内部の教育活動や

経営のあり方については校長があらゆる権限を付与され，教育成果の質を厳し

く評価し管理する資務を負うのである。

3 校長の課題としての校内組織改編

こうしたシステムのもとでは，校長のもとにあらゆる権限と責任が集中する。

その意味で，校長は地域の公教育にお砂る経営の最高責任者である。けれども

改革の中でしばしば強調される校長の役割は「促進者 (faci1itator)Jとしての

それである。それは，少なくとも次の二つの意味を含んでいる。

一つは，教員・保護者をはじめとする自校の教育関係者に対して教育とその

経営の当事者意識を喚起して参加意識を高め，協働を促すという意味である。

校長の質的保障に関する州ガイドラインは，校長の役割に関して「権威的な経

営者 (authoritativemanager)から促進的なリーダー (facilitativeleader)へ

という変化J(2町を求めている。 SACに代表者をおくる保護者・教員・生徒・住

民らを「関係当事者 (stakeholders)Jととらえ，学校の教育目標設定とその達

成度の監視に彼らを積極的に関与させることを校長に要請しているのである。

このように保護者・住民に対して学校経営への理解・関心と参加を促すこと

は，アカウンタピリティに即して校長の役割を捉えるとき，確かに重大である。
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だが，対教員という点には，それとは異なる意味が含まれている。インタヴユ

ーによると， r管理職はペーパー・ワークや学区教委・保護者との対応に多くの

時間を費やさな砂ればならなくなったJ(D小学校，コリヤー教諭)， r校長室に

は生徒や保護者らが類繁に訪問し，従来管理職の仕事とされてきたカリキュラ

ム改善と教員の職能開発を校長が行うのは難しいJ(F高校，ブルーニング教

諭)， r校長は多くの仕事を他の教員に分配 (share)しなければ職務を遂行でき

ないJ(P中学校，リンゲンパーガー教諭)など，校長は対外的な対応と管理的

な職務に多くの時聞を割かれる現実がある。従来は校長が直接に遂行してきた

校内運営上の仕事を何らかのかたちで教員と分有する必要性が，この背景には

あるといえよう。

これは， r促進者Jとしてのもう一つの意味につながる。すなわち，個々の教

員に対して，自校を一つの「共同体 (commur吋ty)Jと認識させ，自らがそのリ

ーダーであることの自覚を促すζ とである。前掲のガイドラインはこの点につ

いて， rr2000年の背写真jを十分に実行すると，学校は真にリーダーと学習者

の共同体になる。jと指摘して全職員のリーダーシップ能力を開発することの重

要性を示しf221，関係当事者聞の役割・資任・相互関係の劇的な変化 (dramatic

shift)がすべての学校と学区で必要だとも述べているI制。

こうした事態に際して校長は，増大する対外的職務に対応しつつ，個々の教

員による教授活動の「質Jを厳しく管理し，その改善に積極的に取り組まねば

ならない。「管理統制J的機能と「助言援助」的機能とを校内でいかに組織する

かが課題となる。「教員リーダー (TeacherLeader) Jの配置はこうした文脈に

おける校内組織改舗の動きと捉えられる。

4 教員リーダーの配置とその役割

(1) r教員リーダー」配置の背景と概念

アメリカの学校における教員の独立性の高さは，その孤立的傾向とともに指

摘されてきた。とくに小学校は， r自給自足的教室 (self.containedclassroom) J 
や，同一学年に固定された学級担任方式のためそれが顕著だと，以前からいわ

れてきたt問。また中・高校でも，教科の専門性のほか，綬業ごとに教員が待つ

教室へ生徒が移動するなど教室空間の物理的要因に由来して，教員の独立性は
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きわめて高い。そのうえ，教員聞に支配的な「平等主義的規範 (egalitarian

norms)Jにより，教員がリーダー的な役割を演じることへの抵抗はかなり強い

といわれるt判。日本よりはるかに「個業J性の高い組織態様にあるといえよう。

もちろん，中等学校の各教科部の長 (Chairmanof Department)などの存在

は，日本でも紹介されてきたt向。だが，カッツェンマイヤとモラー (Katzen-

meyer， M_ and Moller， G.)は，多くの学校に置かれているこれらの「長jは，

f管理職からの指示を同僚に伝えたり，時には同僚教員の意見を管理職へ戻した

りはするが，狭い運営上の役割を果たすに過ぎないJこと，校内運営における

教員のリーダーシップの発揮には管理職も教員も積極的ではない実態があるこ

と，などを指摘している(26)0 1980年代後半以降，教育改革論において「教員へ

の委任 (empoweringteachers/teacher empowerment) Jが声高に叫ばれ{27}，

学校を「リーダーの共同体 (communityof leaders) Jと位置づげる議論が活発

化してきたt制のは，こうした実態の裏返しでもあった。

このような中で，従来にはなかった「教員リーダー (TeacherLeader) Jを配

置する学校が近年あらわれている。それは俗に「準管理職 (quasi-a也nini・

strative)Jと呼ばれる場合もあり，従来の校内組織の変容を示すものと捉えられ

る。法令・規則に基づくものでないため，その概念範囲は必ずしも明確ではな

いが，およそ次のようなリーダーシツプをになう教員を指している{問。すなわ

ち，①生徒や同僚教員が自分の責務を遂行する際，彼らに対してリーダーシッ

プを発揮する，②学校内外における運営上の課題に貢献する，@学校内外にお

ける管理や意思決定に能力を発揮する，である。以下，その役割の実際につい

て分析を加えることにする。

(2) 教員リーダーの役割実態

(o小学校の事例) D小学校のコリヤー教諭は， 3年前に“LeadTeacher"と

して着任した。彼女は，教員が何か新しいことをしたいと考えた時，それを可

能にするための支援をするのが自分の仕事だという。具体的には，授業での指

導法について各教員の必要に応じて助言することである。力不足の教員でも，

自分では支援を必要としないと考えている者がおり，彼らが変わっていくよう

促し支援することが大切だという。しかし，教員リーダーは管理職ではないた

め，教員になにも強制することはできない。例えば力量不足の教員がいたとし

ても，本人が支援を求めなければ自分からは賭み込めない。そのような場合に
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は，校長が当該教員に対して，自分の支援を受けに来るよう指示し，その上で

援助することになる。自分の仕事は，児童と教員により直接的な援助をする点

で管理職とは異なるという。教員どうしが相互に優れた授業技術などを学び共

有しあうため，校内教員の自主的な学習会(leamingcommunity)を1997年10

月から開始する予定ということであった。

ホッジ校長は，このようなコリヤー教諭の役割について，本来的に校長が有

している教授上のりーダーシツプ (instructionalleadership)を分有し，直接に

なうものだと述べている。優れた教員がもっている力を他の教員の聞で共有す

るようにし，教員が心地よく教育活動をするための環境づくりをするのが校長

の役割だという。

(p中学校の事例) p中学校のリングンパーガー教諭は， 6年前，現校長着任

と同時に“CurriculumSpecialist"として着任した。彼女は，各教員が授業で教

える内容を開発することと，その実施に必要な研修プログラムをつくることが

自分の仕事だという。毎月 2回(木曜目)，放課後に校内での研修を実施してい

る。着任2年目に校長の発案で，異教科4名の教員と約130名の生徒から成る教

授・学習組織としての「ティーム (Team)J(3仰がつくられ，各ティーム内での

教員どうしの協働化を図っているという。

クランショウ教諭は 2年前に“ReadingCoach"として着任した。彼女は読の

授業の指導法に関して教員を指導し，研修を実施している。着任1年目，まず

彼女は自分が「同じ教員Jであり， r援助者(釦pportperson) Jであって「管理

職 (administrator)Jではないことを他の教員に明確に示そうと努力し，ともに

ディスカツションをして，教員がどんなことでも質問できるようにつとめてき

たという。そして現在，教員の求めに応じて実際に授業をしてみせ，支援して

いるが. 2回， 3固とそれを要請する教員もいるという。

リングンパーガー教諭は， SACの議長 (Chairperson)も務めている(選出は

構成員の選挙による)。彼女は管理職免許状ももっているが管理職になるつもり

はないという。彼女によれば，校長はあまりにも大きな責任を負っているのに

対して，現在の自分の仕事はさまざまな意思決定の過程に関わることもできて

創造的 (creative)だというのである。

(F高校の事例) F高校のプJレーニング教諭は 3年前に“Curriculum

Specialist"として着任した。この職位は当時，学区内24校の高校の中で初めてだ

ったという。彼女はカリキュラムの再構成と教員の職能成長を職務としている。
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彼女が最も重要な仕事と考えているのは，教員研修プログラムの企画・運営で

ある。毎週木曜日には教授技術に関する30分間のワークショップをいくつも企

画し実施する (Thursday5chool) 0 1年目にその講師 (trainer)を務めたのは

自分一人だったが，現在では他の教員も講師を務めているという。ただし，自

分は管理職ではないため勝手に授業を参観することはできず.r支援をうけるべ

き」と思われる教員については，支援を受けに来るよう校長から指示してもら

う。教員が窃穆を受けるよう促し，各教員がリーダーになるための支援をして

いる，と彼女は言う。

もうーつの重要な仕事は，各教科部 (Department)と協働しながら各部内を

再構築することだという。ヴアンデヴァー校長によれば，この職位の設置には

教科部どうしの連絡調整の組織をつくって教員の職能成長を促す意図があった

という。彼女によると，高校に従来から置かれていた教科部長は教授活動の質

を高める支援をするものではなかった。だが，教員どうしが情報を相互に獲得

したりワークショップをして学習するのを援助するてだてが必要だと考え，こ

の職位をつくったという。

他に，特別補助金 (extramoney)を得るためのたくさんの申請書づくりや会

議での促進者 (facilitator)としての仕事も重要であると，ブルーニング教諭は

述べていた。

5 結語-校内組織改編としての教員リーダー

配置の意味一

以上から見出される教員リーダーの役割実態の第ーは，各教員に対する教授

能力向上のための個別的支援と，校内での教員研修活動の企画・実施である。

従来，これらはもっぱら学区教委のスーパーヴァイザーによる教室訪問か，学

校外(学区教委や大学院)の研修プログラムへの個人的参加に依存していた。

自校の教授活動の質を高めることが個別学校の責任として意識され，校内にお

ける教員聞の相互作用の組織化によってそれを進めようとする校長の意図が見

出されよう。

第二は，教員聞の協働化を進める核としての役割である。「共同体としての学

校Jの主要な提唱者の一人であるパース (Mr.Baはh，R. 5.)は，多くのすぐれ

た学校では，校内教員聞の敵対的 (adversarial)および競争的 (competitive)
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関係が協働的・同僚的な関係へと変換されているが.r効果的学校J研究はこの

「同僚性 (coIlegiality)Jの重要性に言及していない，と指摘すが刊。それを促

すリーダーシップが校長に要請されるというのだが，事例枝の教員数を考える

といずれも日本でいえば大規模校であり，従来のプラットな組織構造のままで

は限界があったと解せよう。校長は.r同僚教員の中のリーダー」を核として配

置することによってその具体化を図っている。だが，クランショウ教諭 (p中

学校)の初年度の経験は，教員聞に潜在する抵抗感を物語っている。

校長・副校長は，教員の教授能力を評価する権限をもち，学区教委はそのた

めの基準を定めているt叩。校長がもっ人事裁量とあわせて考えると，教員はこ

れに敏感にならざるをえない。教員は，自分自身の教授能力の「弱点」を自ら

正直にさらけ出したり，索直にその克服のためのアドバイスを求めたりする関

係を校長と取り結ぶことに強い抵抗感をもつことになる。けれども，自校の教

育成果を確実に向上させることに明確な責任を負う校長にとって，そのような

個々の教員の職能成長を支援する手だてはいっそう必要となる。そこで，教員

との閣に直接的に職能成長支援のための関係をつくり難い校長としては，教員

どうしの相互作用の活性化と協働を「促すJはたらきかけをすることでこうし

た課題にせまることになるのである。「非管理職」であることを強調しつつ教員

リーダーを置いた背景には，そうした事情があった。コリヤー教諭 (D小学校)

とブルーニング教諭 (F高校)が異口同音に漏らした，力量不足教員への個別

的支援における慎重な配慮にも，こうした問題はうかがわれる。だが，ヴァン

デヴァー校長 (F高校)が「スタッフは今，自分の学校で何がどうなっている

のかを反省的に考えている (reflect)。そのことはとても重要だ。Jと・言っている

のは興味深い。葛藤の可能性を残しながらも，教員が自らの教授活動の改善と

学校全体の実態把握をしようとする雰囲気の醸成に手応えを感じているのであ

ろう。

5BMがもたらす個別学校の教育結果責任は，教育統治における官僚統制か

ら教育専門職統制への転換という意味をもっている。フロリダ州の場合，列、|は

校長の経営能力の保障施策によって全体の質的維持を図っている。いっぽう，

実際に学校経営をあずかる校長は，自らに課せられる重大で幅広い権限・費務の

遂行にあたり.r非管理職jである教員リーダーを設置して「助言援助J的機能

を中心とする校内運営の役割を分有させている。リングンパーガー教諭 (p中

学校)をはじめ，多くの教員は，校内運営におげる意思決定参加による意欲の喚
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起を指摘しており，これは校内運営の民主化の要素を併せもつものでもある。

他方，それは「専門職組織」を表看板にして個々の独立性を尊重してきた校

内教員集団の聞に新たな階層性一「官僚制」的な性格ーを持ち込む要素を含ん

でいる点も無視できない。カッツェンマイヤらも，ホームズ・グループ (The

Holmes Group)やカーネギー財団によるような教員集団の階層化を含む提

案[33)については，将来的に機能しないだろうと指摘し，r教員によるリーダーシ

ツプ (TeacherLeadership) Jは「地位 (positions)Jではなく『機能 (functions)J 
と考えるべきことを強調するt3410 それは必ずしも容易ではな く，葛藤をはらん

でいる。しかし，訪問校の校長がいずれも教員サイドから「以前の“権威的な

校長"とは全く違う」との評価を受げていたことは， r制度的権威jではなく「専

門性jに依拠した教員によるリーダーシツプの展開に小さくない期待と可能性

を感じさせるものである。「促進的なリーダー」を掲げた校長自身の役割意識の

転換と力量保障を意図した養成・研修施策の効果性に関心をはらいつつ，今後

のゆくえを見定めていく必要があろう。

[注]

(1) SBMの背景および基底嬰{牛等について，筆者は別稿で論じた (f現代アメリカ公教

育経営にお付る "School-BasedManagement"論に関するー考察Jr鳴門教育大学研究

紀要J(教育科学編)第7巻， 1992年3月， pp_ 217-231)。また，実施に関わる制度上

の箔置等の問題については，本多正人「アメリカにおけるSchool-BasedManagement 

についての一考察H日本教育行政学会年報』第19号.1993年10月.pp_ 220-234.が参

考になる。

(2) 校長職の役割変容と，具体的な職務遂行能力の形成を窓識した校長の資格・養成・

研修の改革動向について，筆者は別稿で論じた (fアメリカ教育改革における校長職の

役割変容に関する一考察H日本教育経営学会紀要j第31号， 1989年6月， pp_ 52-68)。

また，学校管理職の縫成・選考・研修に関する近年の改革動向については，中留武昭

『学校指導者の役割とカA:形成の改革』東洋館， 1995年，に詳しい。

(3) 1994年に州教育長審議会 (Councilof Chief State School Officers)が州間学校指導

者資格付与協議会 (Inter百tateSchool Leaders Licensure Consorti山 n，ISLLC)を設立

(24州.11団体加盟)し， r学校指導者のための基準 (Standardsfor School Leaders) J 

を作成している (Murphy，1-and others， Strengthening Educational Leadership: 

The ISLLC Standards， Slreamuned Semina円;Vol.16， No.l， NAESP， Sep. 1997)。詳

細は， URL: http://www_ccsso.orgを参照。
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仏) 1970~80年代において，高い教育効果をあげている学校 (effective school)にみら

れる組織的籍条件を解明しようとしてなされた諸研究で，後に日本を含めて各国で展

開される「学校改善(記hoolimprovement) J研究にその成果は継承されている(たと

えば，小野由美子 fr教育効果の高い学校jと80年代アメリカの教育改革政策一平等と

優秀俊Jr教育学研究』日本教育学会， 1988年12月， pp-309-317を参照)。

(5) Hallinger， P_ and Heck， R. H_， Reassessing白ePrincipal's Role in School Effec-

tiveness: A Review of Empirical Research， 1980-1995， Educalional Adminislration 

~仰すerly， Vol. 32， No_ 1， Feb. 1996， pp. 5-44 

(6) 近年，日本でも注目されている『組織文化j形成などは，このうち f規範jに対す

る影響力に注目したものといえよう。たとえば.T.E.デ-)v，K.D.ピターソン編/中

留武昭監訳『校長のリーダーシツプ』玉川大学出版部.1997年などを参照。

(7)浜田博文「アメリカ地方教育行政にお砂る“スーパーヴィジョン"機能の再編志向」

『日本教育行政学会年報j第19号， 1993年， pp.235・249

(8) 具体的な呼称は学校によって多様 (CurriculumS閃cialist，Lead Teacherなど)だ

が，それらの包鑑続念として本稿では「教員リーダー (TeacherLeader) Jを用いる。

(9) Cunningham， L. L.， Educational Leadership and Administration: Retros問ctive

and Prospective Views， in Mitchell， B.釦 dCwuungham， L. L. (eds.)， Educational 

LeadershiP and Changing Contexls 01 Famil:白;Communities， and Schooム89th

Yearbook 01 NSSE. Part 11， University of Chicago Press， 1990. pp. 9-10 

(10) 1996年秋現在，在籍児童生徒数は218.576人 (FloridaDepartment of Education. 

Public Schoo/ MembershiP Falll9.拓¥URL:http://www.firn.edu/doe/bin00050/rank. 

h加入その数は毎年約l万人ずつ鳩加しており，州内最大(全米第4位)で南隣のデイ

ド郡学区 (DadeCounty Public Schools)に次いで全米第5位となっている (Broward

County Public Schools， District Overview， URL:http://www.browardschools.com/ 

about/index.h凶).SBMに関してはデイドの試みがしばしば紹介されるが，プロワー

ドでも15年前に導入され，インセル女史によれば，とくに 4年前に現教育長 (Dr.

Frank R. Petruzielo)が就任して以後「大きな変革が持ち込まれたJ.

(lU 南北に長〈広大な同学区は，北 (Nor出)，中央(Cen凶1)，南 (Sou白)の3つのエ

リア地区に事務所 (AreaOffice)を配置している。なお，訪問調査の事例校は，南フ

ロリダ教育指導者センター (SouthFlorida Center for Educational Leaders)に「教

員リ}ダーを置いている小・中・高校jの紹介を依頼し，紹介を受貯た。いずれも筏

織な「貧困地域Jでも「郊外の住宅地Jでもない地域にあり，特別な学校ではない。

その意味では州内のごく一般的な公立学校の事例だといえる。ただし，各校長は， 1996

年にプロワード内で開催され筆者も参加した「校長センター国際ネットワーク (the
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lnlernational Network of Principals' Centers)年次会議Jの参加者でもあり，後述す

る学校経営改革施策に対する積極的な志向性をそなえた校長だと考えられる。

ω注2の浜田 (1989)を参照。

(I~ 1980年代初頭に州内の校長を対象に調査を実施して開発された (Croghan，J. H.， 

Lake， D. G.， and Schroder， H. M.， ldentification 01 the Competencies 01 High.Peげ'orm.

i昭乃inc争時 inFlorida， Florida Council on Educational Management， 1983)。その

後， r2000年の青写真J(1992年)を踏まえて1994年に修正されている。現行のそれは，

19の大項目の各々に 3~13の小項目が列挙されている (Florida Council on Educa. 

tional Management， Human Resources M anagement & Development System 

Guidelines in F.卸会必'sSchool Distr官民 1994，pp. 61-70)。
凶 Stateof Florida Department of Education， Stuめ，Guide lor Flor幼 Educational

Leadership Exami:即 tion，1995， p. 1 大学院の養成プログラムの実際等は，浜国博文

「米国フロリダ州における校長職改革の動向についてJr学校経営研究』第23巻，大塚

学校経営研究会(1998年4月刊行予定)参照。

自由 Florida Commission on Education Reform and Accountability， Blueprint 2，従刀:A

Sys伽~01 School lmproven昭 ntand Accouni<宜bility，October 6， 1992 

(16)以下の内容は，主として次の資料による。①FloridaCouncil on Educational 

Management， Humnn Resources Manogement & Development System Guidelines in 

Florida 's School Districts， 1994，② Florida Department of Education， The Basics 01 

School lmprov~t and Accountability in Flo成以 URL:http;//www.firn.edu/doe/ 

bin00048/basics.h旬1

間当初，①就学準備教育，②卒業率および中等後教育と雇用のための準備，③生徒の

学業達成度，@)学習耳環境，⑤安全な学校環境，⑥教員および職員， (I)，成人の市民的教

養，の 7領域だったが， 1996年に③父母の関与が加えられた。

(18)例えばF高校の 51P(1997-98年度)は全体で27頁{表紙除く)で，州自練「③生徒

の学業逮成度Jfi:関連する重点目線として職業指導，密，競，数学等がとりあげられ，

それぞれに現状把握・現j逮目標・活動計画等が各3頁にわたって詳しく記述されてい

る (FortLauderdale High School， 1997-98 School lmprovement Plan)。

同生徒数 1万人未満の学区では，学区内各学校の代表から成る学区諮問委員会 (dis・

trict advisory council)に代えてもよいとされている(注目.p.4)。

側 FloridaCouncil on Educational Management， op. cit，注 13，1994，p. 1 

(2U Ibid.， p. 2 

側 Ibid.， p.7 

ω) この点については日本でも，すでに30年前に次の文献において詳細に分析されてい
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る。永岡願「アメリカ初等学校経営の組織機能の動向H国立教育研究所紀要L第63集，

1968年9月， pp.26-29 

制 Katzenmeyer，M. and Moller， G.， Awakening the SleゆingGiant: Leadershit 

Development lor Teache1可CorwinPress， 1996， p. 3 モラー女史 (Dr.Gayle Moller) 

は，プロワードで教員・管理職を経験し，現在南プロリダ教育指導者センターの所長

として，同学区を含む南部5学区の学校管理職および教員リーダーの研修を企画・実

施している。

側例えば高野佳ーは，日本の主任に相当する「中間管理者J的な地位として紹介してい

る (r学校経営の科学⑥比較経営論〈高野径一著作集)J明治図書， 1980， pp.310-314)。

側 Katzenmeyer，M. and Moller， G.， op. cit， pp.2-3 

間 マーフィ (Murphy，J.)は， i再構築jは教育の鍵的主体どうしの関係の基本的見直

しを必然とし，校内における「教員への委任 (TeacherEmpowerment) Jはその端緒

であったと指摘している (Mぽ phy，J" Restructuring America's Schools: An 

Overview， in Finn， C. E. and Rebarber， T. (巴ds.J，Education Reform in如 '90s，

MacmiIlan， 1992， pp. 9-10)。

(28) 例えば.Ba此h，R. S.， lnψroving Schools J示。mWilhin， Jossey.Bass， 1990 

側 Katzenmeyer，M. and Moller， G.， op. cit， p. 16 なお，他の教員と同様に授業を担

当しながら学年や同教科教員集団の中でリーダーシップを発概する「まとめ役jをも

“Teacher Leader"と称するケ」スもあるが，以下でとりあげる事例はいずれも綬業を

直接に担当していないケースである。

側同一ティームの生徒はさらに 5つのグループに分かれ，必修科目の授業{数学・理

科・社会・言苦言・読み)を各グループ単位のローテーションで受ける。 4名の教員は

数学・理科・社会・言語の担当から成り，彼らは自分の教科の授業を通じて同一ティ

ームの生徒集団に指導する。大規模になりがちな学年でもなく，教員 1人だけという学

級でもない，ミドル・スクール独自の教授・学習組織と理解できる。なお，詳しくは，

安彦忠彦『よみがえるアメリカの中学校』有斐閣， 1987年， pp，80-86を参照のこと0

~U Bar出，R.S.， The Principal&the Profession of Teaching， in Sergiovanni， T. J. and 

Moore， J. H. (eds.)， Sc/woling for Tomo庁V~υ" Allyn and Bacon， 1989， pp.228-232 

同 BrowardCounty PubJic School District， lnstruc伽 uziPersonnel Asse.抑制t~加

tem 

帥 TheHolmes Group， Tomorrow甘Teachers， 1986. 及びTheCarnegie Forum on 

Education and the Economy's Task Force on Teaching as a Profession， A Nation 

hψ'ared， 1986 

倒 Katzenmeyer，M. and Moller， G.， op. cit， pp. 12・14
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